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66 地方自治体におけるPFI事業の展開について（その２）

ＰＦＩ事業実施のプロセスは、（図１）に示した流れ

となる。その中の「県の実施プロセス」の部分について、

個々の段階における留意事項等を詳細に説明する。

まず、具体的手続き段階の前段階として「事業選定

の前段階」があり、その後「１．事業の選定段階」「２．

事業者の選定段階」「３．契約の締結段階」の３つの手

続き段階に分けられ、各段階における留意事項等は次

の通りである。

☆事業選定の前段階

ＰＦＩ方式についても、公共性がなければ単純に

民間で行うべき事業であることは従来方式と同様で

あることから、公共性についての考え方を事前に十

分に整理する必要がある。

また、公共側の関与の程度について整理した結果、

事業の性格上公共しか事業主体となれない場合は、

従来方式を採用することとなることからＰＦＩ方式

を検討する必要はない。

（１）事業方式の検討（内部的な意思決定）

ＰＦＩ方式により事業を実施出来るかどうかについ

て、従来方式と事業コストを比較することにより検討

する。

具体的検討手順は次のとおりである。

１）従来方式の事業費の算出

従来方式の事業費の算出については、様々なリ

スクを考慮して、企画・設計・建設・運営の全期間

のコスト（ライフサイクルコスト）の算出を行う。
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■図１：ＰＦＩ事業実施のプロセス

１ 事業の選定段階

※ライフサイクルコスト：事業期間全体における費用のこ
と。（維持管理，運営等を含むコスト。）
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前号（「ふぉるむ」第５号）においては、ＰＦＩの基本的な制度の仕組みや地方自治体における今後

の活用方向等について説明しましたが、今回は、ＰＦＩ手法により具体的事業を実施する際のプロ

セス等を中心にご紹介します。
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67地方自治体におけるPFI事業の展開について（その２）

れている「募集要項」及び「契約書」に落とし込む内
容を網羅するものでなければならない。

（３）特定事業の選定・公表

ＰＦＩ法において、特定事業の選定にあたっては、

実施方針策定後特定事業を選定することとなっている

が、実務的には事業を選定した後実施方針の策定を行

っている。

（１）民間事業者の募集

特定事業として事業を選定後、当該選定事業を実施

する民間事業者の選定を、公募の方法等で行うことに

なる。民間事業者選定は、公開の競争によることが原

則で、手続きの透明性を出来るだけ高めつつ、民間事

業者の創意工夫を引き出すことができる選定方法を選

択する必要がある。

民間事業者の募集に当たっては、事前に「募集内容」

と「民間事業者の備えるべき参加資格要件」等について

の検討が必要である。

１）募集内容

ＰＦＩ事業は応募者による競争が重要なため民間事業

者の募集・選定に関しては、民間事業者が事業コストを

実施方針の各事項
１特定事業の選定に関する事項
２民間事業者の募集及び選定に関する事項

３民間事業者の責任の明確化等事業の適正
かつ確実な実施の確保に関する事項

４公共施設等の立地並びに規模及び配置に
関する事項

５事業計画又は協定の解釈について疑義が
生じた場合における措置に関する事項

６事業の継続が困難となった場合における
措置に関する事項

７法制上及び税制上の措置並びに財政上及
び金融上の支援に関する事項

８その他特定事業の実施に関し必要な事項

主な具体的な項目
事業内容及び選定に関する事項
公募等の方法、募集期間、参加資格要件、
提出資料、選定基準　等
リスクの分担、サービス水準、設計・建設・維
持管理・運営に関する責任の履行事項、実施
状況の監視方法　等
建設所在地、施設の立地条件、施設の規模・
配置　等
協議方法、裁判の管轄　等

想定される事業継続が困難となりうる事由
の具体的列挙と対応措置　等
法制上の措置、税制上の措置、財政上の支援、
金融上の支援
地方公共団体において契約時の議会の議決
の必要の有無
環境保全への配慮及び環境アセスメントの
実施　等

■表１：実施方針の各事項と主な具体的な項目

２ 事業者の選定段階

２）ＰＦＩ方式の事業費の算出

ＰＦＩ方式の事業費の算出については、まず、

検討対象事業について、それぞれの事業参加主体

の役割等を明確にした事業スキームを検討する。

その後、官民の役割分担を想定し、民間の類似事

業などの事例を参考にして事業費を算出する。こ

の場合、民間事業者の立場に立ち、ＶＦＭ実現の

ための提案等を検討する。

ＰＦＩ事業として実施できるかどうかの最終的

な判断は、実際の民間事業者の提案を待たないと

分からないので、この段階では、行政側が可能な

限りＰＦＩ事業を想定して事業費の推計を行うこ

とになる。

３）事業方式の選択

事業方式の選択基準は、①行政サービス提供期

間中にわたる国及び地方公共団体の財政支出（総

事業コスト）の 軽減を図ることができるか、ある

いは、一定の事業コストの下でも、経済・社会の

変化に対応したより水準（質と量）の高い行政サー

ビスの提供ができることである。

（２）実施方針の策定・公表

検討対象事業の事業方式を検討した後、国が定める

基本方針にのっとり実施方針を策定し公表する。

実施方針は「公共施設等の管理者が特定事業の選定

及び民間事業者の選定を行おうとするときに定めるも

の」であり、その具体的な内容はＰＦＩ法において、

表１の１～８の事項について具体的に定めるものとさ

れている。

〈注〉実施方針を策定・公表する目的

①当該事業をＰＦＩ方式により検討を開始することの

対外的な公表

②民間事業者に対して正式な応募にあたって必要な事

前の準備に関する情報提供

したがって、実施方針の内容は公表後に予定さ
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算定して、事業への参画について経営判断を行うことが
できる内容の募集要項が必要となる。

また、募集要項作成においては、次の項目等に留意

して明記する必要がある。

①予想されるリスクの分類と官民間での分担について

「リスクを最も効率的に管理し得る主体が当該リス

ク管理費を負担し、それに応じた報酬を得る」という

原則で、リスクの明確化及びその配分を適切に行い、

分担したリスク管理の費用の最小化を図る必要があ

る。

民間事業者が明確な事業実施の見込みを持って参加

できるようにするためにも、リスクの分担を明確にす

る必要がある。

リスクの官民の分担の具体例については、表２に示

す。

②提供されるサービス水準について

段　階

共　　通

計画段階

建設段階

運営段階

政治的リスク

経済リスク

社会リスク
パートナー
リスク
異常事態
リスク

計画リスク

建設リスク

関連インフ
ラリスク
マーケット
リスク
運営管理
リスク
デフォルトリスク

民活道路事業の立法化、制度化に関するリスク

政権交代、議会承認に関するリスク
関係法令、許認可の変更
新税、税率の変更
法律、協定、契約で決められた公共支援が
実施されないリスク
インフレ・デフレ
金利の上昇
為替の変動
資本金、融資、保証、ボンド引受
住民反対運動、訴訟
公害、環境問題、訴訟
事業パートナーの経験、能力不足等によ
る事業悪化、破錠

震災等の大災害

地形、地質等現地調査の不足、ミス
設計ミス等による設計変更

環境アセス、公聴会による計画の変更・遅れ
応募費用の負担

用地買収・収用の遅れ、用地費の予算超過
取付道路等の公共が関連して実施する施
設整備工事の遅れ
工事完成の遅れ
工事費の増大
工事が完工しないリスク
要求仕様不適合
工事中の事故、火災等
近接した無料／有料道路建設等

交通需要予測に関するリスク
料金設定、改定に関するリスク
管理・運営・維持コストの上昇
交通事故、火災等によるダメージ
事業破錠
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PFI

■表２：官民のリスク分担の例

注）上表はリスクを単純化して示したものであり、実際には個々の事業毎にさらに細分化して、協定等において規定される。

リスクの種類

立法化リスク

政治リスク
法規・許認可リスク
税制変更リスク

公共支援リスク
物価リスク
金利リスク
為替リスク
資金調達リスク
住民問題リスク
環境問題リスク
パートナーリスク

フォースマジュール

測量・調査リスク

設計リスク
計画変更・遅延リスク

応募リスク

用地取得リスク

関連インフラ整備リスク
工事遅延リスク
コストオーバーランリスク
完工リスク
性能リスク
施設損傷リスク
周辺インフラ整備
リスク
需要予測リスク
料金リスク
運営コストリスク
施設損傷リスク
デフォルトリスク
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ＰＦＩ方式においては、サービスの提供は、民間事

業者の創意工夫が十分発揮されることが重要である

が、それと同時にサービス水準が常に一定に保たれて

いなければならない。従って、提供されるサービスの

水準については契約等で事前に明確な内容にしておく

必要がある。この場合、民間事業者がサービスの提供

について創意工夫が十分発揮できるように、提供する

行政サービスの仕様については必要最小限にする。

③責任の履行に関する事項

事業継続性の確保の観点から、あらかじめ民間事業

者が契約違反をした際の取り決め等について定める。

２）民間事業者の参加資格

ＰＦＩ事業を確実に実施するための能力として、契

約内容ごとの通常の入札参加資格の他に、個々の具体

的な事業に応じて、以下の要件を加える必要がある。

・自ら必要な資金調達を行うことのできる健全なフ

ァイナンス能力

・資金を効率的に使用し、高い水準のサービスを提

供することができる技術的能力

・ＰＦＩ事業を他の事業と区分して会計上の管理が

できる体制

（２）民間事業者の選定

民間事業者の選定にあたっては、事業内容・選定手

続きの透明性を確保して、客観的な評価を行うととも

に、総合的に最も財政資金を効率的に使用できる提案

を採用するために、民間事業者の創意工夫が十分発揮

されるような選定方式を採用する必要がある。また、

結果の公表については、提案者全員に通知するととも

に、公表を行う。

公募型プロポーザル方式や総合評価方式の採用につ

いても検討する必要がある。

公共施設等の管理者と民間事業者は、契約において、

問題発生時の対応、違約行為とその修復、契約解除の

在り方等を含めて、より適切にリスクを管理できる者

がリスクを負担し、それに応じた報酬を得るという原

則の下に、適切にリスクの明確化及びその配分を行い、

事業全体のリスク管理のための費用の最小化を図る必

要がある。

また、契約に当たっては、既存の契約約款などに準

拠するものであるが、ＰＦＩ事業においては、次の事

項等について留意する必要がある。

①事業計画又は協定の解釈について疑義が生じた場合

における措置

契約は、解釈に疑義が生じないように可能な限り

想定し得る事態を想定して詳細に定めるべきであ

る。しかし、仮に契約の解釈について公共施設等の

管理者等と民間事業者との間で疑義が生じた場合に

は、これを解消するための措置を事前に定めておく

必要がある。例えば、第三者による仲裁機関の活用

も含め、解決方法を明記する。

②事業の継続が困難となった場合における措置

想定が可能な事業の継続が困難となる事由をでき

る限り具体的に列挙し、事業の修復に関する方法を

明確に定めるとともに、万一事業が破綻する場合に

備えて、それぞれの場合に応じた実効性のある最終

的な責任の負担について適切かつ正確に定める必要

がある。

特に公共性の高い施設等については、民間事業者

が倒産した場合においても、その機能は維持しなけ

ればならないので、事業の継承等をどのように行う

かについての定めが必要となる。

３ 契約締結段階


